
前期計画（平成 27～令和２年度）の施策体系

（平成 27 年３月策定）

国・県の新体系 本計画（令和３～令和８年度）の施策体系「見直し案」

宇和島市障がい者計画 施策体系の考え方

基本目標１ 差別解消・権利擁護の推進

施策の展開（１）広報・啓発活動の充実

施策の展開（２）交流・ふれあいの推進

施策の展開（３）福祉教育等の推進

施策の展開（４）権利擁護の推進

施策の展開（５）行政サービス等における配慮

第１分野 安全・安心な生活環境の整備

○住宅の確保、移動環境の整備、バリア

フリーのまちづくりなど

第２分野 情報アクセシビリティの向上

及び意思疎通支援の充実

○情報の利用のしやすさ向上、情報提供

の充実、手話等による意思疎通支援の

充実など

第３分野 防災、防犯等の推進

○防災・防犯対策の推進、消費者トラブ

ルの防止など

第４分野 差別の解消、権利擁護の推進及

び虐待の防止

○権利擁護の推進、虐待の防止、差別の

解消など

第５分野 自立した生活の支援・意思決定

支援の推進

○成年後見制度の利用促進、相談支援体

制の構築、地域移行・在宅サービスの

充実など

第６分野 保健・医療の推進

○精神保健・医療の適切な提供、医療・

リハビリテーションの充実、難病患者

への相談・支援など

第７分野 行政等における配慮の充実

○司法・選挙等における配慮、行政機関

等における配慮など

第８分野 雇用・就業、経済的自立の支援

○総合的な就労支援、経済的自立の支援、

障がい者の雇用促進、就業機会の確保、

工賃の向上

第９分野 教育の振興

○インクルーシブ教育システム（包容す

る教育制度）の推進、特別な支援を要

する障がい児への教育環境の整備、多

様な生涯学習活動の充実など

第 10 分野 文化芸術活動・スポーツ等の

振興

○文化芸術・レクリエーション活動の充

実、スポーツに親しめる環境の整備な

ど

第 11 分野 国際社会での協力・連携の推進

○国際社会への情報発信、障がい者の国

際交流の推進など

国／障害者基本計画（第４次）（平成 30

年３月策定）の施策体系
○印は主な取組

基本方針１ 障がい者自身の決定と選択

による地域生活の支援

基本方針２ 障がい者差別の解消と「心

のバリアフリー」の推進

基本方針３ バリアフリー化の推進と情

報アクセシビリティの向上

基本方針４ 分野横断的な障がい者施策

の推進

―――――――――――――――――

施策体系１ 地域生活の支援

○意思決定支援の推進、相談支援体制の

強化、地域移行・在宅サービスの充実

など

施策体系２ 情報アクセシビリティの向

上・意思疎通支援の充実

○行政情報の利用のしやすさ向上、手話

等による意思疎通支援の充実など

施策体系３ 保健・医療対策の充実

○障がいの早期発見、疾病予防、医療・

リハビリテーションの充実、精神保

健・医療施策の充実など

施策体系４ 特別支援教育の充実

○インクルーシブ教育システムの推進、

教育環境の整備・充実など

施策体系５ 雇用・就業、経済的自立の

支援

○総合的な就労支援、経済的自立の支

援、障がい者の雇用促進、就業機会の

確保、工賃の向上

施策体系６ 福祉を支えるひとづくり

○専門職の養成、ボランティアの育成な

ど

施策体系７ 安全・安心な生活環境の整備

○住宅の整備、移動・交通対策など

施策体系８ 防災・防犯対策の推進

○防災・防犯対策の推進、消費者トラブ

ルの防止など

施策体系９ 差別の解消及び権利擁護の

推進（注）

施策体系 10 芸術文化活動・スポーツ等

の振興（注）

施策体系 11 国際交流の推進（注）

注：施策体系９～10 の主な取組は、体系名称とほぼ

同じであるため省略している。

愛媛県／第５次愛媛県障がい者計画（令

和２年３月策定）の施策体系
○印は主な取組

基本目標１ 障がいへの理解促進と配慮

資料８

施策の展開１ 広報・啓発活動の推進

施策の展開２ 福祉に関する学びの場の充実

施策の展開３ 行政等における配慮

基本目標２ 地域生活支援の充実

施策の展開（１）障害福祉サービス等の充実

施策の展開（２）文化、スポーツ、レクリエーション

活動の推進

施策の展開（３）地域福祉活動の推進

施策の展開（４）相談支援体制の充実

基本目標３ 保健・医療の充実

施策の展開（１）保健サービスや医療体制の充実

施策の展開（２）精神保健福祉対策の推進

施策の展開（３）難病に関する施策の充実

基本目標４ 療育・保育・教育の充実

施策の展開（１）療育・保育の充実

施策の展開（２）教育環境の充実

基本目標５ 雇用・就労の充実

施策の展開（１）雇用の場の拡大

施策の展開（２）総合的な支援施策の推進

基本目標６ 生活環境の整備

施策の展開（１）ユニバーサルデザインとバリアフ

リーのまちづくりの推進

施策の展開（２）防災・防犯への対応

施策の展開（３）移動手段の確保と外出支援

施策の展開（４）情報アクセシビリティの向上

基本目標２ 差別の解消及び権利擁護の推進

施策の展開４ 障がいを理由とする差別の解消

施策の展開５ 権利擁護の推進

基本目標３ 情報アクセシビリティの向上

施策の展開６ 情報アクセシビリティの向上

施策の展開７ 意思疎通支援の充実

基本目標４ 保健・医療体制の充実

施策の展開８ 健康づくりと障がいの発生予防

施策の展開９ 保健・医療の充実

施策の展開 10 精神保健・医療の適切な提供

施策の展開 11 難病に関する保健・医療施策の推進

基本目標５ 地域生活への支援

施策の展開 12 住まいの確保

施策の展開 13 相談支援体制の充実

施策の展開 14 福祉サービス等の充実

施策の展開 15 経済的自立への支援

基本目標６ 雇用・就業への支援

施策の展開 16 障がい者雇用の促進

施策の展開 17 福祉的就労の底上げ

基本目標７ 障がいのある子どもへの支援の充実

施策の展開 18 療育体制の充実

施策の展開 19 発達障がいへの支援

施策の展開 20 インクルーシブ教育システムの推進

基本目標８ 社会参加の促進

施策の展開 21 移動しやすい環境の整備

施策の展開 22 文化芸術活動の充実に向けた環境の整備

施策の展開 23 スポーツに親しめる環境の整備

基本目標９ 安全・安心な生活環境づくり

施策の展開 24 福祉のまちづくり

施策の展開 25 防災対策の推進

施策の展開 26 防犯対策の推進


